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長野県職員服務規程 

昭和40年11月22日 

訓令第16号 

  

 改正 昭和41年１月31日訓令第１号 昭和44年１月６日訓令第１号  

   昭和48年12月10日訓令第16号 昭和51年４月１日訓令第４号  

   昭和51年12月27日訓令第10号 昭和53年６月１日訓令第８号  

   昭和56年５月１日訓令第６号 昭和56年７月19日訓令第10号  

   昭和61年３月17日訓令第１号 昭和63年３月31日訓令第４号  

   平成元年３月31日訓令第４号 平成元年５月25日訓令第13号  

   平成２年３月31日訓令第３号 平成２年11月１日訓令第11号  

   平成４年３月30日訓令第３号 平成４年７月27日訓令第10号  

   平成４年12月７日訓令第12号 平成６年12月22日訓令第14号  

   平成９年２月24日訓令第１号 平成９年10月30日訓令第７号  

   平成11年３月31日訓令第３号 平成16年５月１日訓令第13号  

   平成19年３月30日訓令第５号 平成21年３月31日訓令第６号  

   平成21年９月28日訓令第17号 平成22年６月28日訓令第15号  

   平成24年12月28日訓令第７号 平成25年３月29日訓令第３号  

   平成26年３月31日訓令第１号 平成27年７月23日訓令第15号  

   平成28年12月26日訓令第16号 平成29年３月23日訓令第２号  

   平成31年３月29日訓令第３号 令和２年３月31日訓令第４号  

   令和３年３月29日訓令第２号 令和３年３月31日訓令第４号  

本庁内部部局 

出先機関 

地方労働委員会事務局 

長野県職員服務規程を次のように定める。 

長野県職員服務規程 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 通常の服務 

第１節 服務の宣誓等（第６条・第７条） 

第２節 勤務等（第８条―第20条） 

第３節 勤務時間等（第21条―第26条） 

第４節 職務専念義務の免除等（第27条―第29条） 

第５節 休暇等（第30条―第34条の２） 

第６節 所属長の服務（第35条―第41条） 

第３章 非常の際の服務（第42条・第43条） 

第４章 宿日直勤務（第44条―第51条） 

第５章 雑則（第52条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、一般職の職員（以下「職員」という。）の服務に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（服務の基準） 

第２条 職員は、常に、法令の定めるところにより、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務す

るとともに、職務の遂行にあたつては公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならな

い。 

（事務処理の原則） 

第３条 職員は、常に、事務の処理にあたつては、迅速にして、計画的かつ合理的に行なわなければ
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ならない。 

（秘密の保持等） 

第４条 職員は、常に、秘密の保持、執務環境の整理、接遇等に配意し適切な処置をしなければなら

ない。 

（所属長の処置等） 

第５条 本庁内部部局の部（局）長、部の次長、課（次・所・室）長、会計局長、会計局の課長、労

働委員会事務局の事務局長及び次長並びに現地機関の長（以下「所属長」という。）は、常に、所

掌事務の処理、職員の勤務、執務環境の整理等について把握し、必要な処置を講ずるとともに、職

員に対し適切な指導をしなければならない。 

第２章 通常の服務 

第１節 服務の宣誓等 

（服務の宣誓） 

第６条 新たに職員となつた者（次条において「新規採用職員」という。）は、職員の服務の宣誓に

関する条例（昭和26年長野県条例第２号）の規定に基づき、速やかに服務の宣誓をし、署名した宣

誓書を所属長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第22条

の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）については、当該

任期の末日の翌日に再び同一の職に採用された場合にあつては先の採用に際してされた服務の宣誓

を、採用に際して他に服務の宣誓等をしている場合にあつては当該宣誓等を、それぞれ前項に規定

する服務の宣誓とみなすことができる。 

（新規採用職員の提出書類） 

第７条 新規採用職員は、人事通知書の交付を受けた後、着任届（様式第１号）を速やかに所属長に

提出しなければならない。 

第２節 勤務等 

（職員き章の着用） 

第８条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を

保持するため、長野県職員き章（様式第２号。以下「き章」という。）を着用しなければならな

い。 

２ き章は、上衣の左襟部又は左胸部の見やすい箇所に着用するものとする。 

（き章の交付） 

第９条 き章は、職員に交付するものとする。 

２ 職員は、き章を亡失し、又は損傷したときは、速やかに再交付を受けなければならない。 

３ き章の再交付を受けようとするときは、き章再交付願（様式第４号）を、所属長を経由して総務

部人事課長（以下「人事課長」という。）に提出しなければならない。この場合において、職員

は、実費を納めなければならない。 

（き章の交換、譲渡等の禁止） 

第10条 職員は、き章を相互に交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。 

第11条 削除 

（き章の交付事務） 

第12条 き章の交付及び再交付の事務は、人事課長が行うものとする。 

（名札の着用） 

第12条の２ 職員は、その身分を明らかにすることにより、職員としての意識を高めるとともに、県

民に提供するサービスの質の向上を図るため、勤務時間中、名札（様式第４号の２）を着用しなけ

ればならない。 

２ 名札は、胸部等の見やすい箇所に着用するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、職員は、その職務の態様等により名札を着用することが適当でない

ときは、所属長の承認を得て名札を着用しないことができる。 

（職員証の交付） 

第12条の３ 所属長は、職員の職務の執行に当たり、必要があると認めるときは、職員証（様式第４

号の３）を作成し、職員に交付しなければならない。 
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２ 職員証の交付を受けた職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならず、また、転任を命

じられたときは、職員証を返納しなければならない。 

（出勤状況の把握） 

第13条 所属長は、職員の出勤状況を常に把握していなければならない。 

２ 人事課長及び総務部コンプライアンス・行政経営課長（以下「コンプライアンス・行政経営課

長」という。）は、職員の勤務状況等について必要があると認めるときは、所属長に対し、職員の

勤務状況の報告を求めることができる。 

（定められた勤務時間中の離席） 

第14条 職員は、定められた勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。 

２ 職員は、定められた勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、その理由、行先等を直属の

上司等に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。 

（休憩時間中の事務処理） 

第15条 職員は、休憩時間中においても担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。 

（不在の場合の事務処理） 

第16条 職員は、公務のための旅行（以下「公務旅行」という。）、休暇、欠勤、休職、停職等のた

め、不在となる場合は、担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。 

（公務旅行命令） 

第17条 職員の公務旅行の命令は、当該職員に旅行命令をする権限を有する者が総務事務システムに

より行うものとする。ただし、これにより難い場合は、別に定める旅行命令（依頼）票により行う

ものとする。 

（公務旅行の予定変更） 

第18条 職員は、公務旅行中において、次の各号に掲げる事由が生じ、公務旅行の命令の内容又は期

間に変更を要するときは、すみやかに上司の指揮を受けなければならない。 

(１) 用務の都合による変更 

(２) 疾病、災害その他の事故による変更 

（復命） 

第19条 公務旅行をした職員が帰庁したときは、旅行命令をした者に速やかに復命しなければならな

い。 

（事務引継） 

第20条 職員は、転任、休職又は退職等のため、担当事務に従事しなくなるときは、速やかに事務の

処理経過を後任者又は所属長の指定する者に引き継がなければならない。 

第３節 勤務時間等 

（勤務時間） 

第21条 常勤の職員及び法第22条の２第１項第２号に掲げる職員（第28条第２項において「フルタイ

ム会計年度任用職員」という。）の勤務時間は、午前８時30分から午後５時15分までとする。 

２ 法第22条の２第１項第１号に掲げる職員（第28条第３項において「パートタイム会計年度任用職

員」という。）及び法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間は、所

属長が別に定める。 

３ 所属長は、特別の業務に従事させる必要がある職員等の勤務時間について、前２項の勤務時間と

は異なる勤務時間となるように割り振ることができる。 

（休憩時間） 

第22条 職員の休憩時間は、正午から午後１時までとする。ただし、所属長が別に定める場合は、こ

の限りでない。 

（着任） 

第23条 職員は、転任を命じられたときは、その発令の通知を受けた日から起算して７日以内に着任

しなければならない。 

２ 特別な事由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の

承認を得なければならない。 

３ 職員は、着任したときは、直ちに着任届を所属長に提出しなければならない。 

（執務） 
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第24条 職員は、定められた勤務時間中、常に執務できるようにしなければならない。 

２ 職員は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）及び休日（職員の勤務時間及

び休暇等に関する条例（昭和27年条例第９号）第６条第１項に規定する休日をいう。以下同じ。）

並びにこれらの日以外の日における第21条第１項に規定する勤務時間以外の時間において、やむを

得ない事由により登庁又は在庁するときは、別に定めるところにより登庁又は在庁している時間

を、本庁にあつては、守衛所勤務の職員に、現地機関にあつては、宿日直勤務の職員（宿日直勤務

を行つていない現地機関にあつては所属長）に通知しておかなければならない。 

（育児短時間勤務） 

第25条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）の規定に基づき、

育児短時間勤務の承認を請求しようとするときは、あらかじめ、所属長に対し、総務事務システム

により行わなければならない。 

２ 職員は、育児短時間勤務の期間中に、当該育児短時間勤務に係る子（地方公務員の育児休業等に

関する法律第２条第１項に規定する子をいう。以下この項、次条第２項及び第31条の４第２項にお

いて同じ。）が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつたとき又は当該育児短時間勤務に係る子

を養育しなくなつたときは、遅滞なく育児短時間勤務養育状況変更届（様式第４号の４）を所属長

及び人事課長を経由して提出しなければならない。 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第26条 職員は、深夜又は時間外における勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ深夜

（時間外）勤務制限請求書（様式第５号）に証明書類を添えて所属長に提出しなければならない。 

２ 職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく育児又は介護の状況変更

届（様式第５号の２）に証明書類を添えて所属長に提出しなければならない。 

(１) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合 

(２) 当該請求に係る子が職員の子でなくなった場合又は当該請求に係る要介護者と職員との親族

関係が消滅した場合 

(３) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

(４) 職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育

することができる者に該当することとなった場合 

第４節 職務専念義務の免除等 

（職務専念義務の免除） 

第27条 職員（会計年度任用職員を除く。次条第１項において同じ。）は、職務に専念する義務の免

除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書（様式第６号）を所属長及びコン

プライアンス・行政経営課長を経由して提出しなければならない。ただし、研修を受ける場合、厚

生計画の実施に参加する場合等であつて、別に定めるものについては、この限りでない。 

２ 会計年度任用職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務

免除承認申請書（様式第６号の２）を所属長に提出しなければならない。 

（営利企業等の従事許可） 

第28条 職員は、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請

書（様式第７号）を所属長及びコンプライアンス・行政経営課長を経由して提出しなければならな

い。 

２ フルタイム会計年度任用職員は、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利

企業等従事許可申請書（様式第７号の２）を所属長に提出しなければならない。 

３ パートタイム会計年度任用職員は、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事届出

書（様式第７号の３）を所属長に提出しなければならない。 

（証人等としての出頭） 

第29条 職員は、職務に関して、法令による証人、鑑定人又は参考人として裁判所等へ出頭しようと

するときは、あらかじめ証人（鑑定人、参考人）出頭届（様式第８号）を所属長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項の発表について許可を受けようとするときは、

その旨を記載した許可願を所属長及びコンプライアンス・行政経営課長を経由して提出しなければ

ならない。 
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３ 職員は、前２項の規定により出頭し、又は発表したときは、帰庁後、速やかにその旨及びその内

容を所属長に報告しなければならない。 

第５節 休暇等 

（休暇等） 

第30条 職員は、年次休暇を請求しようとするとき又は療養休暇（職員の妊娠４か月以上の分べんに

係る休暇（第５項において「産前産後休暇」という。）を除く。）若しくは特別休暇の承認を受け

ようとするときは、総務事務システム（これにより難い場合は、別に定める休暇整理簿。同項にお

いて同じ。）により、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事

由によりあらかじめ所属長の承認を受けることができないときは、事後、直ちに承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の特別休暇が、自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合の特別休暇

である場合は、その承認を受ける際にボランティア活動計画書（様式第９号）を所属長に提出しな

ければならない。 

３ 職員は、療養休暇又は特別休暇が引き続き７日を超えるものであるときは、医師の診断書又はそ

の他勤務することができない事由を証明するに足りる書類を所属長に提出しなければならない。 

４ 職員は、療養休暇が引き続き30日（疾病（負傷を含む。以下同じ。）が治ゆし、出勤した日から

90日以内において同一の疾病により得た休暇（特別休暇を除く。）は、引き続いたものとみなして

通算し、その合計が30日であるときを含む。）を超える場合は、第１項及び前項の規定にかかわら

ず、あらかじめ療養休暇願（様式第10号）に医師の診断書を添えて所属長に提出しなければならな

い。 

５ 職員は、産前産後休暇を申し出るときは、あらかじめ、所属長に対し、総務事務システムにより

行うとともに、休暇の事由が確認できる書類を提出しなければならない。 

６ 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ、介護休暇（介護時

間）願（様式第11号）に職員と要介護者との続柄を証明するに足りる書類及び要介護者に係る医師

の診断書又はその介護を要することを証明するに足りる書類を添えて、所属長に提出しなければな

らない。 

７ 職員は、不妊治療休暇の承認を受けようとするときは、不妊治療休暇願（様式第11号の２）によ

り、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。この場合において、第１項ただし書及び第

３項の規定を準用する。 

８ 職員は、子育て部分休暇の承認を請求しようとするときは、あらかじめ、所属長に対し、総務事

務システム（これにより難い場合は、子育て部分休暇承認請求書（様式第11号の３））により行わ

なければならない。 

９ 職員は、子育て部分休暇の期間中に、当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該職員

の子でなくなつたとき又は当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつたときは、遅滞なく子育

て部分休暇養育状況変更届（様式第11号の４）を所属長及び人事課長を経由して提出しなければな

らない。 

10 承認された子育て部分休暇の一部の取消しについては、第31条の４第３項の規定を準用する。こ

の場合において、「部分休業一部取消整理簿（様式第13号の８）」とあるのは、「子育て部分休暇

一部取消整理簿（様式第11号の５）」と読み替えるものとする。 

11 職員は、欠勤を申し出るときは、所属長に対し、総務事務システム（これにより難い場合は、欠

勤届（様式第11号の６））により行うとともに、勤務することができない事由を証明するに足りる

書類を提出しなければならない。 

12 所属長は、第４項又は第６項の規定による休暇願を受理したときは、所要の整理をするとともに

速やかに休暇願送付書（様式第12号）に当該休暇願を添えて人事課長に送付しなければならない。 

（職員団体の業務への専従） 

第31条 職員は、法第55条の２の規定により職員団体の業務に専従しようとするときは、専従許可願

（様式第13号）を所属長及び人事課長を経由して提出しなければならない。 

２ 職員は、前項の規定による専従休職の期間中に職務復帰をしようとするときは、専従許可取消し

願（様式第13号の２）を所属長及び人事課長を経由して提出しなければならない。 

（自己啓発等休業） 
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第31条の２ 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例（平成20年長野県条例第45号）の規定に基

づき、自己啓発等休業の承認を申請しようとするときは、あらかじめ自己啓発等休業承認申請書

（様式第13号の３）を所属長及び人事課長を経由して提出しなければならない。 

（配偶者同行休業） 

第31条の３ 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例（平成26年長野県条例第３号）の規定に基

づき、配偶者同行休業の承認を申請しようとするときは、あらかじめ配偶者同行休業承認申請書

（様式第13号の４）を所属長及び人事課長を経由して提出しなければならない。 

（育児休業及び部分休業） 

第31条の４ 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき、育児休業又は部分休業

（次項において「育児休業等」という。）の承認を請求しようとするときは、あらかじめ、所属長

に対し、総務事務システム（これにより難い場合は、育児休業にあつては育児休業承認請求書（様

式第13号の５）、部分休業にあつては部分休業承認請求書（様式第13号の６））により行わなけれ

ばならない。 

２ 職員は、育児休業等の期間中に、当該育児休業等に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でな

くなつたとき又は当該育児休業等に係る子を養育しなくなつたときは、遅滞なく育児休業（部分休

業）養育状況変更届（様式第13号の７）を所属長及び人事課長を経由して提出しなければならな

い。ただし、会計年度任用職員にあつては、所属長へ提出するものとする。 

３ 職員は、承認された部分休業の一部の取消しを求めたいときは、総務事務システム（これにより

難い場合は、部分休業一部取消整理簿（様式第13号の８））により、あらかじめ所属長の承認を受

けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を受けることがで

きないときは、事後、直ちに承認を受けなければならない。 

（出勤届） 

第32条 職員は、第30条及び前条の規定による休暇、欠勤又は育児休業の期間中に出勤しようとする

ときは、総務事務システム（これにより難い場合は、出勤届（様式第14号））により、あらかじめ

所属長に届け出なければならない。この場合において、第30条第４項又は第６項の規定による休暇

に係る出勤の届出については、所属長は、人事課長に回議しなければならない。 

２ 前項の場合において、所属長は、心身の故障のための療養休暇又は欠勤中の職員が出勤しようと

するときは、あらかじめ診断書の提出を求めることができる。 

（公務以外の旅行等） 

第33条 職員は、公務以外の旅行又は転地療養のため、日本を離れようとするとき又は引き続き７日

以上にわたつてその住所を離れようとするときは、あらかじめ公務外旅行（転地療養）届（様式第

15号）を所属長に提出しなければならない。 

（諸届等） 

第34条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに所属長に届け出なければならな

い。 

(１) 氏名を改めたとき。 

(２) 本籍を変更したとき（市町村の区域を越えて変更した場合に限る。）。 

(３) 住所を変更したとき。 

(４) 印鑑を改めたとき。 

(５) 最終学歴を改めたとき。 

(６) 新たに資格（免許）を取得したとき。 

２ 前項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行われな

ければならない。 

(１) 前項第１号から第３号までに掲げる事由による届出 総務事務システム（これにより難い場

合は、前項第１号にあつては改姓（名）届（様式第16号）、同項第２号にあつては本籍変更届

（様式第17号）、同項第３号にあつては住所変更届（様式第18号）） 

(２) 前項第４号に掲げる事由による届出 改印届（様式第19号） 

(３) 前項第５号に掲げる事由による届出 学歴取得届（様式第19号の２） 

(４) 前項第６号に掲げる事由による届出 資格（免許）取得届（様式第19号の３） 

３ 所属長は、第１項第１号、第２号（国籍を変更した場合に限る。）、第５号及び第６号に掲げる
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事由による届出については、人事課長に回議しなければならない。 

４ 職員は、退職（辞職する場合に限る。）をしようとするときは、あらかじめ所属長に退職願（様

式第20号）を提出しなければならない。 

第34条の２ 職員は、交通事故その他服務に関する事故等が発生したときは、速やかにその旨を所属

長に報告しなければならない。 

第６節 所属長の服務 

（所属長の勤務地居住） 

第35条 所属長は、原則として勤務地に居住しなければならない。 

（職員の健康管理） 

第36条 所属長は、職員安全衛生管理規程（平成元年長野県訓令第６号）の定めるところにより、常

に、職員の健康の保持及び向上に努めなければならない。 

（交通事故の防止） 

第36条の２ 所属長は、常に、職員の交通道徳の向上を図るとともに、交通事故を未然に防止するた

め、適切な指導監督を行わなければならない。 

（服務上の事故報告） 

第37条 所属長は、職員又は服務に関し事故が発生したときは、速やかに事故報告（様式第21号）を

コンプライアンス・行政経営課長を経由して提出しなければならない。ただし、財務規則（昭和42

年長野県規則第２号）第292条第２項に該当する場合については、同条の定めるところによるもの

とする。 

（職員住所録） 

第38条 所属長は、職員住所録（様式第22号）を備えておかなければならない。 

２ 職員は、職員住所録の記載事項に変更が生じたときは、その旨を所属長に届け出なければならな

い。 

（火災予防等） 

第39条 所属長は、常に、火災、盗難等の予防のための措置を講ずるとともに、職員に対し適切な指

導をしなければならない。 

（非常持出） 

第40条 所属長は、火災その他の非常災害の際に非常持出を要する重要な書類及び物品は、あらかじ

め区分し、その容器等に朱字で「非常持出」である旨を表示しておかなければならない。 

（現金等の取扱い） 

第41条 所属長は、職員に対し、常に、現金、有価証券、物品等の取扱い及びその管理に厳正を期し

遺憾のないよう適切な指導をしなければならない。 

第３章 非常の際の服務 

（非常災害時の服務） 

第42条 職員は、非常災害の発生に対処するための緊急の事務については、別に定めるところにより

上司の指揮に従い、迅速かつ的確に処理しなければならない。 

（庁舎等の災害時の服務） 

第43条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに登庁し、臨機の処

置をとるとともに、上司の指揮に従い、迅速に行動しなければならない。 

第４章 宿日直勤務 

（宿日直勤務） 

第44条 職員の宿日直勤務は、この章に規定するところにより行うものとする。ただし、本庁におけ

る宿日直勤務については、別に定める。 

第45条 宿日直勤務とは、勤務時間外又は休日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設

備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁舎の監視、非常災害の連絡通報等を目的

とする勤務をいうものとする。 

（宿日直勤務の区分） 

第46条 宿日直勤務の区分は、次の各号に掲げるところによるものとする。 

(１) 宿直勤務 午後５時15分から翌日の午前８時30分までの勤務 

(２) 日直勤務 週休日及び休日の午前８時30分から午後５時15分までの勤務 
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(３) 常直勤務 庁舎に附属する居住室等において私生活を営みつつ常時行う宿日直勤務 

（宿日直勤務命令） 

第47条 宿日直勤務の命令は、現地機関の長（同一庁舎内に２以上の現地機関が置かれている場合に

あつては、その庁舎を管理する長。以下「所長等」という。）が、当該現地機関等に勤務する常勤

職員（年齢18歳未満の職員及び所長等が特に指定した職員を除く。）について行うものとする。 

２ 前項の規定による命令は、宿日直勤務命令簿（様式第23号）により行わなければならない。 

（宿日直職員の交替等） 

第48条 前条の規定により宿日直勤務を命じられた職員（以下「宿日直職員」という。）が疾病その

他の事故等により宿日直勤務に従事することができないときは、速やかに所長等にその旨を届け出

なければならない。 

２ 前項の規定による届出があつたときは、所長等は速やかに届出のあつた当該宿日直職員の勤務命

令を変更又は取り消し、新たに他の職員に対し宿日直勤務の命令をしなければならない。 

（宿日直勤務の承認及び報告） 

第49条 新たに宿日直勤務を実施する場合又は宿日直職員を増員する場合は、あらかじめ承認を受け

なければならない。 

２ 宿日直勤務を廃止した場合又は宿日直職員を減員した場合は総務部長に報告しなければならな

い。 

３ 所長等は、第１項の規定による承認を受けようとするときは、宿日直勤務（宿日直職員増員）承

認申請書（様式第24号）、前項の規定による報告をしようとするときは、宿日直勤務廃止（宿日直

職員減員）報告書（様式第25号）によつて、人事課長を経由して提出しなければならない。 

（宿日直職員の職務） 

第50条 宿日直職員は、第45条に規定する事務について、所長等が定めた処理方法により常に周到な

注意のもとに職責を果たし、非常災害等の緊急の事務に際しては、迅速かつ的確に処理しなければ

ならない。 

（宿日直勤務の報告、引継等） 

第51条 宿日直職員は、勤務終了後、宿日直勤務記録簿（様式第26号）に所定の事項を記入のうえ、

所長等に報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、宿日直勤務を要する日が継続するときは、宿日直職員は、所定の事項

を記入した宿日直勤務記録簿を次の宿日直職員に引き継がなければならない。この場合において当

該継続する日の最終の宿日直職員が宿日直勤務の状況を所長等に報告しなければならない。 

第５章 雑則 

（補則） 

第52条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は別に総務部長が定める。ただ

し、宿日直勤務に関し必要な事項は、別に所長等が定めることができる。 

附 則 

（適用期日） 

１ この訓令は、昭和41年１月１日から適用する。 

（訓令の廃止） 

２ 次に掲げる訓令は、廃止する。 

長野県庁中処務細則及び専決処理事項（大正15年庁達第６号） 

職員の服務の宣誓に関する事務取扱規程（昭和26年訓令第13号） 

職員の勤務時間に関する規程（昭和27年訓令第22号） 

長野県職員き章はい用規程（昭和39年訓令第33号） 

日宿直勤務に関する規程（昭和40年訓令第２号） 

（経過措置） 

３ この訓令適用の際、従前の規程により許可又は承認されたものは、それぞれこの訓令により許可

又は承認されたものとみなす。 

４ 会計年度任用職員については、当分の間、第８条から第10条までの規定は、適用しない。 

前 文（抄）（昭和51年12月27日訓令第10号） 

昭和52年１月１日から施行する。 
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前 文（抄）（昭和53年６月１日訓令第８号） 

昭和53年６月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成元年３月31日訓令第４号） 

平成元年４月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成元年５月25日訓令第13号） 

平成元年６月10日から施行する。 

前 文（抄）（平成２年３月31日訓令第３号） 

平成２年４月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成４年３月30日訓令第３号） 

平成４年４月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成４年７月27日訓令第10号） 

平成４年８月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成４年12月７日訓令第12号） 

平成５年１月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成６年12月22日訓令第14号） 

平成７年１月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成９年２月24日訓令第１号） 

平成９年３月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成９年10月30日訓令第７号） 

平成９年11月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成11年３月31日訓令第３号） 

平成11年４月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成19年３月30日訓令第５号） 

平成19年４月１日から施行します。 

前 文（抄）（平成21年３月31日訓令第６号） 

平成21年４月１日から施行します。 

前 文（抄）（平成21年９月28日訓令第17号） 

平成21年10月１日から施行します。 

前 文（抄）（平成22年６月28日訓令第15号） 

平成22年６月30日から施行します。 

前 文（抄）（平成24年12月28日訓令第７号） 

平成25年１月１日から施行します。 

前 文（抄）（平成25年３月29日訓令第３号） 

平成25年４月１日から施行します。 

前 文（抄）（平成26年３月31日訓令第１号） 

平成26年４月１日から施行します。 

前 文（抄）（平成27年７月23日訓令第15号） 

平成27年８月１日から施行します。 

前 文（抄）（平成28年12月26日訓令第16号） 

平成29年１月１日から施行します。 

前 文（抄）（平成31年３月29日訓令第３号） 

平成31年４月１日から施行します。 

前 文（抄）（令和２年３月31日訓令第４号） 

令和２年４月１日から施行します。 

前 文（抄）（令和３年３月29日訓令第２号） 

令和３年４月１日から施行します。 

前 文（抄）（令和３年３月31日訓令第４号） 

令和３年４月１日から施行します。 

（様式第１号） 

（第７条、第23条関係） 
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（様式第２号） 

（第８条関係） 

（様式第３号）削除 

（様式第４号） 

（第９条関係） 

（様式第４号の２） 

（第12条の２関係） 

（様式第４号の３） 

（第12条の３関係） 

（様式第４号の４） 

（第25条関係） 

（様式第５号） 

（第26条関係） 

（様式第５号の２） 

（第26条関係） 

（様式第６号） 

（第27条関係） 

（職務に専念する義務の特例に関する条例第３条第１項第１号、第２号、第６号、第７号、第８

号、第９号、第10号及び第11号に該当する場合） 

（職務に専念する義務の特例に関する条例第３条第１項第３号、第４号及び第５号に該当する場

合） 

（様式第６号の２） 

（第27条関係） 

（職務に専念する義務の特例に関する条例第３条第１項第１号、第２号、第６号、第７号、第８

号、第９号、第10号及び第11号に該当する場合） 

（職務に専念する義務の特例に関する条例第３条第１項第３号、第４号及び第５号に該当する場

合） 

（様式第７号） 

（第28条関係） 

（様式第７号の２） 

（第28条関係） 

（様式第７号の３） 

（第28条関係） 

（様式第８号） 

（第29条関係） 

（様式第９号） 

（第30条関係） 

（様式第10号） 

（第30条関係） 

（様式第11号） 

（第30条関係） 

（様式第11号の２） 

（第30条関係） 

（様式第11号の３） 

（第30条関係） 

（様式第11号の４） 

（第30条関係） 

（様式第11号の５） 

（第30条関係） 

（様式第11号の６） 
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（第30条関係） 

（様式第12号） 

（第30条関係） 

（様式第13号） 

（第31条関係） 

（様式第13号の２） 

（第31条関係） 

（様式第13号の３） 

（第31条の２関係） 

（様式第13号の４） 

（第31条の３関係） 

（様式第13号の５） 

（第31条の４関係） 

（様式第13号の６） 

（第31条の４関係） 

（様式第13号の７） 

（第31条の４関係） 

（様式第13号の８） 

（第31条の４関係） 

（様式第14号） 

（第32条関係） 

（様式第15号） 

（第33条関係） 

（様式第16号） 

（第34条関係） 

（様式第17号） 

（第34条関係） 

（様式第18号） 

（第34条関係） 

（様式第19号） 

（第34条関係） 

（様式第19号の２） 

（第34条関係） 

（様式第19号の３） 

（第34条関係） 

（様式第20号） 

（第34条関係） 

（様式第21号） 

（第37条関係） 

（様式第22号） 

（第38条関係） 

（様式第23号） 

（第47条関係） 

（様式第24号） 

（第49条関係） 

（様式第25号） 

（第49条関係） 

（様式第26号） 

（第51条関係） 


